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自然公園等工事特記仕様書（自然公園編） 

 

Ⅰ 工事概要 

１．工 事 名：令和５年度皇居外苑北の丸公園下の池ポンプ交換工事 

２．工事場所：東京都千代田区北の丸公園１－１ 

３．工  期：令和５年１１月３０日まで 

４．工事内容：本件は、皇居外苑北の丸公園の下の池のポンプが故障したため交換工事を

行うもの。 
既設撤去：ポンプ（7.5kw）4 台 （付帯設備含） 1 式 

        改修設備：  

・機械設備工事 １式（水中ポンプ、水位調整作業） 

        ポンプ（7.5kw 1300L/min×19ｍ 7.5KW）4 台 ケーブル全長 30ｍ４本 

ポンプ試験成績表 4 セット、フロートスイッチ 1 個 仮設止水壁（H=1.0m）

 336 袋 1 袋/20kg、排水ポンプ 4 台・4 日、発電 ２０ｋVA・4 日、塩化

ビニール管 HIVP100A ２ｍ、継手フランジ 4 組・ソケット類 1 式、既設ポ

ンプ撤去・新設、廃材処理 

・電気設備工事 1 式（ポンプ入れ替え電気工事） 

        移設用ポンプケーブル撤去作業 1 式、電動機結線 4 組 

・交通誘導警備員 A 8 人 

 

Ⅱ 適用  

１． 本特記仕様書は、「自然公園等工事共通仕様書（自然公園編）」（以下「共通仕様書」

という。）でいう特記仕様書で、本工事に適用する。 

２． 本工事は、建設工事おける週休２日制の試行対象工事である。 

３． 本工事の施工に係る一般事項は、共通仕様書による。 

４． 追加事項が必要な場合には、空欄部分に記載する。 

５． 以下の項目は、該当する□欄に「レ」 の付いたものを適用する。 

 

Ⅲ .特記事項  
１．地域事項の概要（皇居外苑北の丸公園について） 

・工事箇所を複数設定する場合は箇所数に応じた現場代理人の補助者を定めること。 

・工事の実施時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までとすること。

その他の時間の工事実施については、皇居外苑管理事務所（以下「管理事務所」とい

う。）に申し出て承認を得ること。 

・雨天時、降雪時（軽微な場合を除く）の高所作業は原則認めない。 

・休日（土曜、日曜及び祝祭日）の工事は認めないが、施工上やむを得ない理由がある

ときは、管理事務所に休日作業願を提出し事前に承認を得ること。 

・工事にあたっては、管理事務所の指示を厳守し、作業責任者は作業員の規律保持に留

意すること。 
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・工事にあたっては、管理事務所から貸与する腕章を着用すること。 

・工事開始前及び工事終了後は、その旨を分室に報告すること。 

・園内への車両の乗り入れにより、橋梁部や道路などを損傷しないこと。橋梁部は 10t

未満の通行のみとする。 

・園内での車両通行は、計画的に行い、ハザードランプ点滅の上、最徐行を厳守するこ

と。 

・園内の施設・構造物等や樹木を損傷したり、公園利用者に被害を及ぼしたりすること

のないよう十分注意し、常時工事区域周辺の安全管理を行うこと。 

・園内の施設・構造物等に、破損・汚損等の損害を与えた場合は、監督職員に直ちに連

絡するとともに、請負者の責任において速やかに現況復旧すること。 

・園路の通行止めを要する等の供用に影響する作業にあたっては、予め監督職員に計画

書を提出し、確認を受けること。 

・工事に伴う騒音、通行止め等について、公園利用者、住民等へ必要に応じ事前にポス

ティング及び掲示等により周知を図るとともに、問合せ及び苦情に対応する。 

・工事にあたっては、疑義点が生じた際には、監督職員に協議すること。 

・本特記仕様書に記載がなくとも、本工事を遂行するうえで当然必要な施工上の事項に

ついては請負者の負担とする。 

 

２．一般共通事項  

☑ (1) 工事完成図のサイズは（☐A1、☑A3） とする。 

☑ (2) 工事写真は、（☑A4 版、☐ 版）の工事写真帳に整理して 1 部提出する提出する

こととし、写真はカラーでサービスサイズ程度とする。 

☑ (3) 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」（グリーン購入法）に基づく、

環境物品等の調達の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）（ 環境省ホ

ームページに掲載（毎年２月改正））において位置づけられた、「特定調達品目」の調

達の実績（設備及び公共工事）について、当該年度の調達実績集計表（物品・役務及

び公共工事）を環境省ホームページからダウンロードのうえ、Excel ファイルで作成

し、提出する。 

(4) 提出書類等は、契約書及び仕様書に記載された書類を一式作成し、監督職員に提

出する。なお、完成時は工事概要、完成図、実施工程表、出来高数量報告書、工事写

真記録を A4 版ファイルで整理すること。 

 

３．施工条件  

(1) 工事全般関係 

☑ ①各種積算の取組：現場環境改善費は効果が期待できないため積算しない。 

☑ ②積算補正：施工地域区分：市街地（DID 補正） 

☑ ③調査対象工事：工事着手前に関連する周囲を含め現況等を確認し、図面・写真など

に整理のうえ監督職員に報告し、その指示に従うこと。本工事に使用する重機等は、

車両の進入できる範囲が限定されるため、現場確認を行い、安全に運搬できる車種

を選定すること。 
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(2) 環境対策関係 

☑ ①自然環境及び景観等保全のための制約 

a.要因：公園の運営    b.対象箇所：公園内内全域 

c.制約内容：Ⅲ１．地域事項の概要を参照 

(3) 安全対策関係 

☑ ①交通誘導警備員の配置 
a.対象要因：当該工事全般  
b.対象箇所：道路、園内一般利用エリア園路等 
c.対象期間：当該公園での施工期間中等（適宜） 

d.その他：監督職員に予め確認すること。工事に際しては、歩行者や車両の安全

を確保するため、必要に応じて交通誘導員を配置するなど安全対策を講

じなければならない。 
☑ ②対策をとる必要がある他施設との近接工事 

a.対象施設・管理者：周辺道路、建物等 
b.対象箇所：当該公園関連全般 
c.施工条件：事前調整、手続き等 
d.その他（協議状況他）：監督職員に予め確認すること。工事で皇居外苑の隣接道

路を使用する場合は、あらかじめ道路管理者等に許可を得ること。 
☑ ③保安設備及び保安要員の配置 

a.対象工種：当該工事関連等 
b.対象箇所：隣接道路、園内一般利用エリア園路等 
c.対象期間：施工期間 
d.対象要因：各種作業等 
e.その他：安全施設等により歩行者や車両の安全を確保するとともに、必要に応

じて保安要員を配置すること。 
 

☐ ④高所作業の対策 
a.対策内容：高所作業にかかる各種資格を有する者又は技能講習を受けた者によ

り安全・円滑な遂行を図るとともに、 高所での作業は、ヘルメット、

安全ベルト、安全ロープ等を使用し、十分な安全対策を講じること。 
     なお、令和４年１月２日からフルハーネス着用義務化へ完全移行され

ている点に留意すること。 
 (4) その他 

☑ ①支給品・貸与品：監督員に事前連絡の上、協議。使用に際しては細心の注意を払

うとともに、請負者による故障等の修理は請負者が負担する。 
☑ ②現場事務所・現場休憩所等（テントを含む）の設置 

☑可 設置条件： 管理区域内（監督職員の指示による） 

☑ ③工事用水及び工事用電力の構内既存設備 

a.工事用水：☑利用できる（☑有償、☐無償）、☐利用できない 

b.工事用電力：☑利用できる（☑有償、☐無償）、☐利用できない 
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☑ ③資材置場や作業場等 

a.場所：公園内の一部 

b.期間：協議 

c.制限内容：協議 

d.その他：協議 

 
 

４．発生材のリサイクル処理等 
・当業務で生じた発生材等は、関連法令を遵守し、一般廃棄物として再資源化施設に持

ち込み等のリサイクル処理を行うことを原則とする。 
・リサイクル処理の対象及び量については、予め監督職員と協議の上で決定すること。 

  ・工事に伴い発生した廃棄物の撤去、処分は本工事に含まれる。 

・工事に伴い発生した廃棄物は、法律に基づき適切に処分すること。 

 
 

５．週休２日制の試行 

(1) 週休２日の考え方 

①現場施工期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められること（年末年

始６日間と夏季休暇３日間は除く。）。 

②現場施工期間内には、工事着手日から工事完成日までの期間のうち工場製作のみの

期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間

などは含めない。 

③４週８休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）

が 28.5％（８日/28 日）以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等によ

る予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとする。 

④現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合

を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所さ

れた状態をいう。 

⑤現場閉所による週休２日の対象外とする期間  無 

⑥受注者の責によらない現場開所 

工事契約後、週休２日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作

業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週

休２日の対象外とする作業と期間を決定する。なお、変更契約時の設計図書に対象外

とする作業と期間を明示する。 

⑦やむを得ない現場閉所 

やむを得ず現場閉所による週休２日の対象外とする期間を設定する場合は、必要最

小限の期間とするものとする。また、現場閉所による週休２日対象外期間においては、

技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休２日に取り組めるよう、休日確保

に努めるものとする。 

(2) 総合工事工程表の作成 

受注者は、発注時の設計図書や発注者から明示される事項を踏まえ、総合工程表を作
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成する。 

総合工事工程表を作成するに当たっては、当該工事の規模及び難易度、地域の実情、

自然条件、工事内容、施工条件等のほか、建設工事に従事する者の週休２日の確保等、

下記の条件を適切に考慮する。 

① 建設工事に従事する者の休日（週休２日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇）の

確保 

②建設業者が施工に先立って行う労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の設置

等の「施工準備期間」 

③施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の「後片付け期間」 

④降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数 

(3) 工事工程の共有 

①試行工事において、受発注者間で工事工程のクリティカルパスを共有し、工程に影響

する事項がある場合には、その事項の処理対応者を明確にするものとする｡ 

②円滑な協議を行うため、施工当初において工事工程（特にクリティカルパス）と関連

する案件の処理期限（誰がいつまでに処理し、どの作業と関連するのか）について、

受発注者で共有するものとする。 

③工事工程の共有に当たっては、必要に応じて下請け業者（専門工事業者等の技術者等）

を含めるなど、共有する工程が現場実態にあったものとなるよう配慮するものとす

る。 

④工程に変更が生じた場合には、その要因と変更後の工事工程について受発注者間で

共有すること。また、工程の変更理由が受注者の責によらない場合は、適切に工期の

変更を行うものとする。 

(4) 現場閉所の達成状況及び精査 

現場閉所の達成状況が４週８休に満たない場合は、請負代金額のうち、建築・設備工

事については労務費、土木工事については各諸経費の補正分を減額して請負代金額の

変更を行うものとする。（労務費及び各諸経費の補正分は入札説明書等による。） 
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